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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材とを含むスイベルジョイントで
あって、
　前記第1の部材が第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手方向を有し、前記第1
の部材が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された環状基部を有し、前記
基部が外周縁を有し、
　前記第2の部材が第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手方向を有し、前記第2
の部材が、前記第1の部材の前記環状基部の周りに位置して前記スイベルジョイントの外
表面を画成するように配置された外壁を含み、
　前記第1の部材が、前記スイベルジョイントの前記外表面の内側に位置する支承面を有
し、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、
　前記支承部材が前記第2の部材の前記外壁内に位置し、前記支承部材の前記支承面が前
記第1の部材の前記支承面に対向し、
　前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第2の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
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【請求項２】
　第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材とを含むスイベルジョイントで
あって、
　前記第1の部材が第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手方向を有し、前記第1
の部材が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された環状基部を有し、前記
基部が外周縁を有し、
　前記第2の部材が第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手方向を有し、前記第2
の部材が、前記第1の部材の前記環状基部の周りに位置して前記スイベルジョイントの外
表面を画成するように配置された外壁を含み、
　前記第2の部材が、前記スイベルジョイントの前記外表面の内側に位置する支承面を有
し、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第1の部材に接続され、
　前記支承部材が前記第2の部材の前記外壁内に位置し、前記支承部材の前記支承面が前
記第2の部材の前記支承面に対向し、
　前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第2の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第1の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
【請求項３】
　第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材とを含むスイベルジョイントで
あって、
　前記第1の部材が第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手方向を有し、前記第1
の部材が基部を有し、前記基部が外周縁を有し、前記外周縁が面内に位置し、前記面が動
作軸に垂直であり、前記動作軸がオフセット角で前記第1の脚体の前記長手方向軸線に対
して角度を付けられ、
　前記第2の部材が第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手方向を有し、前記第2
の部材が、前記第1の部材の前記環状基部の周りに位置して前記スイベルジョイントの外
表面を画成するように配置された外壁を含み、
　前記第1の部材が、前記スイベルジョイントの前記外表面の内側に位置する支承面を有
し、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、
　前記支承部材が前記第2の部材の前記外壁内に位置し、前記支承部材の前記支承面が前
記第1の部材の前記支承面に対向し、
　前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第1の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
【請求項４】
　第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベルジョイントであって、
　前記第1の部材が第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手方向を有し、前記第1
の部材が中空本体部分を有し、前記第1の部材が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭
角で配向された支承面を有し、前記支承面が前記中空本体部分に面し、
　前記第2の部材が第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手方向を有し、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、前記支承部材
が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、
　前記支承部材が前記第1の部材の前記中空本体部分内に位置し、前記支承部材の前記支
承面が前記第1の部材の前記支承面に対向し、
　前記調節可能な接続手段によって、
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　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第2の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
【請求項５】
　第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベルジョイントであって、
　前記第1の部材が長手方向で延在する第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手
方向を有し、前記第1の部材が中空本体部分を有し、前記第1の部材が前記第1の脚体の前
記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、前記支承面が前記第1の脚体に面し
、
　前記第2の部材が長手方向で延在する第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手
方向を有し、
　前記第1の部材及び前記第2の部材が接続環体に沿って交わるように配置され、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、前記支承部材
が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、
　前記支承部材が前記接続環体の内部に位置し、前記支承部材の前記支承面が前記第1の
部材の前記支承面に対向し、
　前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第1の
部材及び前記第2の部材の相対移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第2の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
【請求項６】
　第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベルジョイントであって、
　前記第1の部材が第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手方向を有し、前記第1
の部材が中空本体部分を有し、前記第1の部材が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭
角で配向された支承面を有し、前記支承面が前記中空本体部分に面し、
　前記第2の部材が第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手方向を有し、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、前記支承部材
が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、
　前記支承部材が前記第1の部材の前記中空本体部分の内部に位置し、前記支承部材の前
記支承面が前記第1の部材の前記支承面に対向し、
前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第2の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
【請求項７】
　第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベルジョイントであって、
　前記第1の部材が長手方向で延在する第1の脚体と関連付けられ、前記第1の脚体が長手
方向を有し、前記第1の部材が中空本体部分を有し、前記第1の部材が前記第1の脚体の前
記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、前記支承面が前記第1の脚体に面し
、
　前記第2の部材が長手方向で延在する第2の脚体と関連付けられ、前記第2の脚体が長手
方向を有し、
　前記第1の部材及び前記第2の部材が接続環体に沿って交わるように配置され、
　前記支承部材が調節可能な接続手段によって前記第2の部材に接続され、前記支承部材
が前記第1の脚体の前記長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、
　前記支承部材が前記接続環体の内部に位置し、前記支承部材の前記支承面が前記第1の
部材の前記支承面に対向し、
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　前記調節可能な接続手段によって、
　前記支承部材の前記支承面及び前記第1の部材の前記支承面が摩擦係合して、前記第2の
部材に対する前記第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
　前記第1の部材に対する前記第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、前記支
承部材及び前記第2の部材の相対移動が可能になる、スイベルジョイント。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明柱及び類似の構造で使用されるスイベルジョイントに関する。スイベル
ジョイントは、高さ2mを越える照明柱、又は簡単に届かない位置に照明を有する照明柱で
使用されることが予測される。スイベルジョイントは、旗竿などの他の柱で、又は防犯カ
メラの架台などの高くした細長い構造で使用されることがあると予期される。
【背景技術】
【０００２】
　Swivelpole(商標)は、その内容を参照により本明細書に組み込む、WO0125687として公
開された国際特許出願に記載されている。この製品は、その長さに沿ってスイベルジョイ
ントを有する照明柱から成る。スイベルジョイントによって、これまで利用可能であった
よりも安全で簡単な照明の交換及び修理が可能になっている。
【０００３】
　Swivelpole(商標)は、大きな成功を収めており、多くの工業設備、採掘設備、及び石油
ガス設備における重要な安全策となっている。それでもなお、製品の製造及び使用の両方
において改善が可能であろうと考えられている。
【０００４】
　Swivelpole(商標)は、管材上に平板を精密に溶接することを要する。かかる溶接は、高
価な機器に加えて相当な熟練を要する。未熟な溶接は、平板の歪みに結び付き、結果とし
て性能が悪いジョイントにつながる恐れがある。溶接を伴わずに、例えば鋳造及び機械加
工によって形成することができる、ジョイントを有するのが望ましいと考えられる。Swiv
elpole(商標)はかかる方法によって簡単に形成することができない。
【０００５】
　それに加えて、設計の性質により、Swivelpole(商標)は、水及び埃が入る恐れがあるオ
ープンジョイントを含む。いくつかの用途では、このことは問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、特に、スイベルジョイントの主要な概念を保持したまま、より簡単な製造を
可能にするため、これまでのSwivelpole(商標)設計のいくつかの特徴を改善しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの態様によれば、第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材
とを含む、スイベルジョイントが提供され、第1の部材は第1の脚体と関連付けられ、第1
の脚体は長手方向を有し、第1の部材は第1の脚体の長手方向に対して鋭角で配向された環
状基部を有し、基部は外周縁を有し、第2の部材は第2の脚体と関連付けられ、第2の脚体
は長手方向を有し、第2の部材は、第1の部材の環状基部の周りに位置してスイベルジョイ
ントの外表面を画成するように配置された外壁を含み、第1の部材は、スイベルジョイン
トの外表面の内側に位置する支承面を有し、支承部材は調節可能な接続手段によって第2
の部材に接続され、支承部材は第2の部材の外壁内に位置し、支承部材の支承面は第1の部
材の支承面に対向し、調節可能な接続手段によって、支承部材の支承面及び第1の部材の
支承面が摩擦係合して、第2の部材に対する第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と
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、第1の部材に対する第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、支承部材及び第2
の部材の相対移動が可能になる。
【０００８】
　本発明の第2の態様によれば、第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材
とを含む、スイベルジョイントが提供され、第1の部材は第1の脚体と関連付けられ、第1
の脚体は長手方向を有し、第1の部材は第1の脚体の長手方向に対して鋭角で配向された環
状基部を有し、基部は外周縁を有し、第2の部材は第2の脚体と関連付けられ、第2の脚体
は長手方向を有し、第2の部材は、第1の部材の環状基部の周りに位置してスイベルジョイ
ントの外表面を画成するように配置された外壁を含み、第2の部材は、スイベルジョイン
トの外表面の内側に位置する支承面を有し、支承部材は調節可能な接続手段によって第1
の部材に接続され、支承部材は第2の部材の外壁内に位置し、支承部材の支承面は第2の部
材の支承面に対向し、調節可能な接続手段によって、支承部材の支承面及び第2の部材の
支承面が摩擦係合して、第2の部材に対する第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と
、第1の部材に対する第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、支承部材及び第1
の部材の相対移動が可能になる。
【０００９】
　本発明の第3の態様によれば、第1の部材と、第2の部材と、少なくとも一つの支承部材
とを含む、スイベルジョイントが提供され、第1の部材は第1の脚体と関連付けられ、第1
の脚体は長手方向を有し、第1の部材は基部を有し、基部は外周縁を有し、外周縁は面内
に位置し、面は動作軸に垂直であり、動作軸はオフセット角で第1の脚体の長手方向軸線
に対して角度を付けられ、第2の部材は第2の脚体と関連付けられ、第2の脚体は長手方向
を有し、第2の部材は、第1の部材の環状基部の周りに位置してスイベルジョイントの外表
面を画成するように配置された外壁を含み、第1の部材は、スイベルジョイントの外表面
の内側に位置する支承面を有し、支承部材は調節可能な接続手段によって第2の部材に接
続され、支承部材は第2の部材の外壁内に位置し、支承部材の支承面は第1の部材の支承面
に対向し、調節可能な接続手段によって、支承部材の支承面及び第1の部材の支承面が摩
擦係合して、第2の部材に対する第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、第1の部材
に対する第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、支承部材及び第1の部材の相
対移動が可能になる。
【００１０】
　有利には、支承部材の支承面と第1又は第2の部材の支承面との間の支承接続は、ジョイ
ントの内側に位置し、水又は埃の進入から保護される。
【００１１】
　好ましくは、第2の部材の外壁又はスカート、及び第1の部材の環状基部の周囲が組み合
わされて、第2の構成のときに第2の部材が第1の部材に対して周りで回転することができ
る、円形トラックが画成される。
【００１２】
　第1又は第2の部材の支承面は環状であることが好ましい。最も好ましい実施形態では、
第1又は第2の部材の支承面は環状溝によって形成される。
【００１３】
　環状溝は、円筒状の中央表面と二つの円錐台形の外表面という三つの表面から形成され
てもよい。
【００１４】
　調節可能な接続手段はねじ付きボルトを含んでもよく、ボルトのねじ込み移動によって
第1及び第2の構成の間での移動が引き起こされる。
【００１５】
　最も好ましい実施形態では、ボルトは環状基部に対してほぼ接線方向であってもよい。
代替実施形態では、ボルトは環状基部に対してほぼ径方向であってもよい。更なる代替実
施形態では、ボルトは環状基部に対して軸線方向であるか、又は軸線方向に対してオフセ
ットされてもよい。
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【００１６】
　支承部材が、ボルト上のねじ山と係合するように配置された、雌ねじ付きの本体部分を
含むことが好ましい。本体部分が支承部材の係合部分と一体であり、係合部分が支承面を
含むことが好ましい。
【００１７】
　支承部材は、本体部分及び係合部分をそれぞれ有する、二つの係合部材を含んでもよい
。好ましい実施形態では、一つの係合部材のみの本体部分が雌ねじ付きである。二つの係
合部材は、係合部材を付勢して相互から離すように作用してもよい、ばねなどの弾性付勢
手段によって分離されてもよい。
【００１８】
　あるいは、支承部材は、第1の構成と第2の構成との間で枢動するように配置されてもよ
い。
【００１９】
　本発明の第4の態様によれば、第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベル
ジョイントが提供され、第1の部材は第1の脚体と関連付けられ、第1の脚体は長手方向を
有し、第1の部材は中空本体部分を有し、第1の部材は第1の脚体の長手方向に対して鋭角
で配向された支承面を有し、支承面は中空本体部分に面し、第2の部材は第2の脚体と関連
付けられ、第2の脚体は長手方向を有し、支承部材は調節可能な接続手段によって第2の部
材に接続され、支承部材は第1の脚体の長手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し
、支承部材は第1の部材の中空本体部分内に位置し、支承部材の支承面は第1の部材の支承
面に対向し、調節可能な接続手段によって、支承部材の支承面及び第1の部材の支承面が
摩擦係合して、第2の部材に対する第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、第1の部
材に対する第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、支承部材及び第2の部材の
相対移動が可能になる。
【００２０】
　第1の部材の支承面は環状であってもよい。中空本体部分の外縁部に環状の肩部として
形成されてもよい。
【００２１】
　支承部材は環状であってもよい。一実施形態では、支承部材の支承面は支承部材の外側
環状リングである。支承部材は、外側環状リングの内側に位置する接続手段受入れアパー
チャを含んでもよい。
【００２２】
　接続手段受入れアパーチャは雌ねじ付きであってもよい。接続手段は、受入れアパーチ
ャ内に受け入れられるように配置された複数の雄ねじ付きボルトによって形成されてもよ
い。
【００２３】
　ボルトはスイベルジョイントの周りで角度を付けて離隔されてもよい。一実施形態では
、接続手段は、120°離隔された三つのかかるボルトによって形成されてもよい。
【００２４】
　ボルトは支承面に垂直であってもよい。一実施形態では、ボルトは垂直から鋭角で、好
ましくは22.5°など、15°～30°でオフセットされる。この実施形態では、支承部材は、
135°などの鈍い円錐角を有する、円錐台形である面を有する環状の接続手段受入れ部分
を含んでもよい。
【００２５】
　この実施形態の好ましい形態では、第1の部材及び第2の部材の一方が円形の陥凹部を有
し、第1の部材及び第2の部材の他方が円形の陥凹部内に位置する円形の突起を有し、調節
可能な接続手段が円形の突起内を貫通する。
【００２６】
　スイベルジョイントは、補助係止ピンを受け入れるように配置された補助アパーチャを
、第1の部材及び第2の部材に含んでもよい。補助アパーチャは、第1及び第2の部材の少な
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くとも一方の外周縁から内側に延在する陥凹部として形成されてもよい。
【００２７】
　本発明の第5の態様によれば、第1の部材と、第2の部材と、支承部材とを含むスイベル
ジョイントが提供され、第1の部材は長手方向で延在する第1の脚体と関連付けられ、第1
の脚体は長手方向を有し、第1の部材は中空本体部分を有し、第1の部材は第1の脚体の長
手方向に対して鋭角で配向された支承面を有し、支承面は第1の脚体に面し、第2の部材は
長手方向で延在する第2の脚体と関連付けられ、第2の脚体は長手方向を有し、第1の部材
及び第2の部材は接続環体に沿って交わるように配置され、支承部材は調節可能な接続手
段によって第2の部材に接続され、支承部材は第1の脚体の長手方向に対して鋭角で配向さ
れた支承面を有し、支承部材は接続環体の内部に位置し、支承部材の支承面は第1の部材
の支承面に対向し、調節可能な接続手段によって、支承部材の支承面及び第1の部材の支
承面が摩擦係合して、第2の部材に対する第1の部材の回転移動を制限する第1の構成と、
第1の部材に対する第2の部材の回転が許容される第2の構成との間で、支承部材及び第2の
部材の相対移動が可能になる。
【００２８】
　ジョイントを、第1及び第2の脚体それぞれの長手方向軸線が平行である主要配向へと回
転させることができるのが好ましい。更に、この配向において、ジョイントの中心軸の周
りに空隙が画成されることが好ましい。有利には、これによってケーブル及び類似の品目
が中心軸に沿って中心に位置することが可能になる。
【００２９】
　第2の部材に対する第1の部材の回転は、第1の脚体の長手方向軸線に対して鋭角で配設
される回転軸を中心にして起こることが好ましい。
【００３０】
　鋭角は30°～60°であってもよく、最も好ましくは約45°である。
【００３１】
　スイベルジョイントは、物品を基部位置から離して配置するため、細長い部材内で有効
に配備されてもよい。少なくとも1.5mの長さを有する細長い部材において、特に長さが2m
を上回る場合に有用であり得ると考えられる。細長い部材は照明柱であってもよい。
【００３２】
　本発明の好ましい実施形態を参照して、本明細書について更に記載するのが好都合であ
ろう。他の実施形態が可能であり、結果として、以下の考察における特徴は本発明の上記
記載の普遍性に取って代わるとは理解されないものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】第1の位置で示される、本発明の第1の実施形態によるスイベルジョイントを示す
斜視図である。
【図２】図1のスイベルジョイントを示す正面分解組立図である。
【図３】図1のスイベルジョイントを示す背面分解組立図である。
【図４】図1のスイベルジョイント内の第1の部材を示す側面図である。
【図５】図1のスイベルジョイント内の第2の部材を示す下面斜視図である。
【図６】図1のスイベルジョイント内の圧締め部材を示す分解組立図である。
【図７】図1のスイベルジョイントの作用角を通る断面図である。
【図８】図1のスイベルジョイントの側面からとった断面図である。
【図９】第2の位置で示される、図1のスイベルジョイントを示す斜視図である。
【図１０】図9の位置にあるスイベルジョイントの側面からとった断面図である。
【図１１】第1の位置で示される、本発明の第2の実施形態によるスイベルジョイントを示
す斜視図である。
【図１２】図11のスイベルジョイントを示す正面分解組立図である。
【図１３】図11のスイベルジョイントを示す背面分解組立図である。
【図１４】図11のスイベルジョイント内の第2の部材を示す下面斜視図である。
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【図１５】図11のスイベルジョイントを示す側断面図である。
【図１６】係止構成のジョイントを示す、図11のスイベルジョイントの作用角を通る断面
図である。
【図１７】解放構成のジョイントを示す、図11のスイベルジョイントの作用角を通る断面
図である。
【図１８】第1の位置で示される、本発明の第3の実施形態によるスイベルジョイントを示
す斜視図である。
【図１９】図18のスイベルジョイントを示す正面分解組立図である。
【図２０】図18のスイベルジョイントを示す背面分解組立図である。
【図２１】図18のスイベルジョイント内の第1の部材を示す斜視図である。
【図２２】圧締め部材が含まれている図21の第1の部材を示す斜視図である。
【図２３】図18のスイベルジョイント内の第2の部材を示す下面斜視図である。
【図２４】図18のスイベルジョイントを示す側断面図である。
【図２５】図18のスイベルジョイントの作用角を通る断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の第1の実施形態について、第1の部材12、第2の部材14、及び支承部材16という
三つの主要構成要素を有するスイベルジョイント10が示される、図1～10を参照して記載
する。
【００３５】
　第1の部材12は、長手方向で配向される第1の脚体18と関連付けられる。第1の脚体18は
、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の基部など)に接続するように配置
された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ20で終端する。
【００３６】
　第2の部材14は、長手方向で配向される第2の脚体24と関連付けられる。第2の脚体24は
、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の上側部分など)に接続するように
配置された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ26で終端する。
【００３７】
　配置は、スイベルジョイント10が図1に示されるような第1の位置にあるとき、第1の脚
体18及び第2の脚体24の両方が垂直であることができ、共通の長手方向軸線に沿って位置
合わせされるような配置である。
【００３８】
　第1の部材12は、先細の接続部分28によって第1の脚体18に接続される環状基部22を有す
る。
【００３９】
　環状基部22は、第1の脚体18の長手方向軸線に対してある角度で配向される面を画成す
る。配向の角度は、第1の脚体18の長手方向軸線と基部22の面に垂直な線との間のオフセ
ット角を規定することによって考慮されてもよい。オフセット角は鋭角である。図示され
る実施形態では、オフセット角は45°である。
【００４０】
　環状基部22は、直径が第1の脚体18のほぼ二倍の円形である。環状基部22は、下面30が
第1の脚体18によって画成される見かけの円筒に近く、上面32がこの見かけの円筒から離
隔されるようにして位置決めされる。
【００４１】
　第1の部材12は、基部22に平行であってそこから離隔された環状の外側リム34を有する
。外側リム34は、直径が基部22の直径に類似した円形である。基部22及び外側リム34は、
長手方向軸線に対してオフセット角で配向される、共通のオフセット軸に沿って位置合わ
せされる。
【００４２】
　配置は、外側リム34の上面が第1の脚体18によって画成される見かけの円筒に近いよう
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な配置である。
【００４３】
　環状溝36は基部22と外側リム34との間に位置する。環状溝36は「底部が平坦なV」字形
の断面である。換言すれば、環状溝36は、内側へと先細になった下側の円錐台形表面38と
、円筒状の内表面40と、外側へと先細になった上側の円錐台形表面42とによって形成され
る。下側の円錐台形表面38は基部22と内表面40との間を延在し、上側の円錐台形表面42は
内表面40と外側リム34との間を延在する。円筒状の内表面40はオフセット軸に沿って位置
合わせされ、直径は外側リム34の約90%である。あるいは、環状溝は、内表面が円筒状で
はなく部分的に円環状である、「底部が湾曲したV」字形の断面であってもよい。
【００４４】
　外側リム34は、その上方周縁の周りで離隔された複数の陥凹部44を有する。図示される
実施形態では、外側リム34の周りで均等に離隔された12個の陥凹部がある。
【００４５】
　第2の部材14は、第2の脚体24から離れる方向で延在する上面46を有する。上面46は、第
2の脚体24の長手方向軸線に対してオフセット角で配向された面内に、またその周りに広
く位置する。上面46のオフセット角は基部22のオフセット角と同様であり、この実施形態
では約45°である。
【００４６】
　外壁又はスカート48は、上面46にほぼ垂直な方向で上面46から垂下する。スカート48は
、約280°延在する近似的な部分円筒状の部分50と、第2の脚体24から離隔されたスカート
48の下端部にある平坦な縁部52とを含む。
【００４７】
　スカート48は、第1の部材12の環状基部22の周りに位置するようにサイズ決めされる。
【００４８】
　第2の部材14の内部を図3及び5で見ることができる。スカート48は、第2の脚体24付近に
位置する二つの内側へと延在する突起54を含む。二つの内側へと延在する突起54は、部分
円筒状の部分50の周りで約90°相互から離隔された中心を有し、それぞれスカート48の上
端部から約45°を有する。内側へと延在する突起はそれぞれ、部分円筒状の部分50の周り
に円周方向で位置合わせされ、各突起54は約45°に沿って延在する。
【００４９】
　スカート48はまた、平坦な縁部52の内側に位置する支承部材受入れ部分56を含む。支承
部材受入れ部分56は、広くは長方形であり、部分円筒状の部分50によって画成される見か
けの円筒に対して接線方向で配向される。支承部材受入れ部分56はその外端部にボルト受
入れアパーチャ58を有する。
【００５０】
　支承部材16は、支承部材受入れ部分56内に位置するようにサイズ及び形状が決められる
。支承部材16は、平坦な縁部52に平行な方向で支承部材受入れ部分を通って延在するよう
にサイズ決めされたボルト60と、ボルト60の遠位端の周りで溝内に位置するように配置さ
れた保定クリップ62と、第1の係合部材64と、第2の係合部材66と、分離ばね68とを含む。
【００５１】
　第1の係合部材64は本体部分70を有し、そこを通って雌ねじ付きアパーチャ72が長手方
向で延在する。本体部分70は、支承部材受入れ部分56の約3分の1の長さを有する。雌ねじ
付きアパーチャは、ボルト60の雄ねじと係合するように配置される。
【００５２】
　第1の係合部材64は、本体部分の内側に位置する係合部分74を有する。係合部分74は凹
状の形状であり、曲率半径は第1の部材12の環状溝36の内表面40と同様である。係合部分7
4は、後述するように、環状溝36内に位置するように配置される。
【００５３】
　第2の係合部材66は第1の係合部材64と同様であり、主な違いは、第2の係合部材の本体
部分70を通って延在するアパーチャ72が雌ねじ付きでないことである。
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【００５４】
　ボルト60はその近位端にヘッド76を有する。
【００５５】
　説明しやすくするため、支承部材16のアセンブリについては、第2の部材14のみを参照
して記載する。支承部材16は、以下のように、第2の部材14内で直接組み立てることがで
きる。第1の係合部材64は支承部材受入れ部分56内に位置決めされ、そのアパーチャ72は
支承部材受入れ部分56のアパーチャ58と位置合わせされ、その係合部分74はスカート48の
部分円筒状の部分の湾曲にほぼ沿うように配向される。第1の係合部材64は支承部材受入
れ部分56の片側に向かって位置する。
【００５６】
　第2の係合部材66は、第1の係合部材64に対する鏡像位置で支承部材受入れ部分56内に位
置する。第2の係合部材66は支承部材受入れ部分56の他方の側に向かって位置する。
【００５７】
　分離ばね68は第1及び第2の係合部材64、66の間に位置決めされる。
【００５８】
　ボルト60は、第1のボルト受入れアパーチャ58、第2の係合部材66のアパーチャ72、分離
ばね68、第1の係合部材64のアパーチャ72(そこを通してねじ込まなければならない)、及
び第2のボルト受入れアパーチャ58に連続して通される。次に、保定クリップが第2のボル
ト受入れアパーチャ58の外側でボルト60上に配置されて、ボルト60が第2のボルト受入れ
アパーチャ58を通って不用意に引き戻されるのを防ぐ。ボルトのヘッド76は第1のボルト
受入れアパーチャ58の外側に残る。
【００５９】
　ばね68の作用は、第2の係合部材66を、第1のボルト受入れアパーチャ58に隣接した支承
部材受入れ部分56の側壁に向かって押しやることである。第1の係合部材64の軸線方向位
置、またしたがって第1及び第2の係合部材64、66の間の距離は、ボルト60の回転によって
変更される。
【００６０】
　スイベルジョイント10は、第2の部材14及び支承部材16を第1の部材12の周りに配置する
ことによって組み立てられる。最終的な配置は、第2の部材14のスカート48が、内向きの
突起54と支承部材16の係合部分74とが環状溝36内に位置する状態で、第1の部材12の上に
嵌るような配置である。換言すれば、スカート48は滑り嵌めで第1の部材の基部22の上に
嵌って、スイベルジョイント10の外表面を画成する。ボルト60のヘッド76、及び保定クリ
ップ62以外、支承部材16の作動部品はスイベルジョイント10の内側に位置する。特に、係
合部分74及び環状溝36である支承面が、外表面の内側に嵌り、水及び埃の進入から全体的
に保護されることが理解されるであろう。
【００６１】
　この配置は図7の断面に見ることができる。
【００６２】
　スイベルジョイント10を組み立てるために、最初に、第1及び第2の係合部材64、66並び
に分離ばね68を、第1の部材12の環状溝36内でその下面30に配置することが必要である。
第1及び第2の係合部材64、66並びに分離ばね68は、手で又は適切な取外し可能なクリップ
を使用して保持することができる。
【００６３】
　次に、内向きの突起54を溝36内でその上面32に配置し、これらをヒンジとして使用し、
次に、スカート48の平坦な縁部52が第1及び第2の係合部材64、66の上に下ろして、第1の
部材12の上で第2の部材14を閉じることによって、第2の部材14を第1の部材12の上に位置
させることができる。
【００６４】
　第2の部材14が定位置まで下がると、ボルト60を定位置に配置して、第1及び第2の係合
部材64、66を第2の部材14に有効に取り付けることができる。
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【００６５】
　スイベルジョイントがこのように組み立てられると、第1の部材12に対する第2の部材14
の回転を、ボルト60の回転によって選択的に許容又は防止することができる。
【００６６】
　ボルト60が締められると、第1の係合部材64は第2の係合部材66へと向けられる。これは
、有効曲率半径を低減するように作用し、係合部分74が押しやられて環状溝36と係合され
る。ボルト60の締付けによってくさび作用が提供され、係合部分74が環状溝36に対して圧
締めされ、次に環状溝36が内向きの突起54に押し付けられる。結果として生じる摩擦は、
回転を実質的に防止して、スイベルジョイント10を所望の位置で維持するのに十分である
。これは図8の断面に見ることができる。
【００６７】
　ボルト60が緩められると、逆の作用が生じる。係合部分74は環状溝36との活性の係合か
ら解放され、環状溝36は内向きの突起54に押し付けられなくなる。ここで、オフセット軸
を中心にした第1の部材12に対する第2の部材14の回転が許容される。係合部分74及び内向
きの突起54は環状溝36内に位置したままであって、第2の部材14が第1の部材12から完全に
外れるのを防ぐ。スイベルジョイントは、図1及び8に示されるように第1の脚体18及び第2
の脚体24が実質的に平行である、第1の位置と、図9及び10に示されるように第1の脚体18
及び第2の脚体24が実質的に垂直である、第2の位置へと回転させることができる。ジョイ
ントは、第1及び第2の位置の間の任意の中間位置へと回転させることができるものと理解
されるであろう。第2の部材14のスカート48の回転に応じて、第1の部材12の環状基部22の
外周縁を取り囲むままである。このように、スカート48及び基部22を組み合わせて、その
周りで回転が起こるほぼ円形のトラックが形成される。
【００６８】
　ジョイント10の第1の位置は、第1の脚体18及び第2の脚体24が実質的に平行である場合
、ジョイント10の主要な配向を表すことが理解されるであろう。図8に見られるように、
この配向では、この配向のジョイント10の中心を通るほぼ円筒状の中空の空隙がある。実
際に、この空隙は電気ケーブル配線を貫通させる傾向がある。このケーブル配線は空隙を
通過するいかなる機械的リンクによっても妨害されないという、本発明の顕著な利点が考
慮される。
【００６９】
　スイベルジョイント10は、第2の部材14の上面46に取り付けられた係止ピン80によって
提供される、補助係止手段を含む。係止ピン80は、係止ピン80が使用の際は第1の部材12
の外側リム34にある陥凹部44内まで延在する第1の位置と、係止ピン80が上面46に向かっ
て後退され、第1の部材12とは係合しない第2の位置との間でレバー82を操作することによ
って可動である。
【００７０】
　本発明の第2の実施形態について、第1の部材112と、第2の部材114と、三つの支承部材1
16によって形成される支承装置という三つの主要構成要素を有するスイベルジョイント11
0が示される、図11～17を参照して記載する。
【００７１】
　第1の部材112は、長手方向で配向される第1の脚体118と関連付けられる。第1の脚体118
は、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の基部など)に接続するように配
置された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ120で終端する。
【００７２】
　第2の部材114は、長手方向で配向される第2の脚体124と関連付けられる。第2の脚体124
は、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の上側部分など)に接続するよう
に配置された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ126で終端する。
【００７３】
　配置は、スイベルジョイント110が図11に示されるような第1の位置にあるとき、第1の
脚体118及び第2の脚体124の両方が垂直であることができ、共通の長手方向軸線に沿って
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位置合わせされるような配置である。
【００７４】
　第1の部材112は、先細の接続部分128によって第1の脚体118に接続される環状基部122を
有する。
【００７５】
　環状基部122は、第1の脚体118の長手方向軸線に対してオフセット角で配向される面を
画成する。オフセット角は鋭角である。図示される実施形態では、オフセット角は45°で
ある。
【００７６】
　環状基部122は、直径が第1の脚体118のほぼ二倍の円形である。環状基部122は、下面13
0が第1の脚体118によって画成される見かけの円筒に近く、上面132が見かけの円筒から離
隔されるようにして位置決めされる。
【００７７】
　第1の部材112は、基部122に平行であってそこから離隔された環状の外側リム134を有す
る。外側リム134は、直径が基部122の直径に類似した円形である。基部122及び外側リム1
34は、長手方向軸線に対してオフセット角で配向される、共通のオフセット軸に沿って位
置合わせされる。
【００７８】
　配置は、外側リム134の上面が第1の脚体118によって画成される見かけの円筒に近いよ
うな配置である。
【００７９】
　環状溝136は基部122と外側リム134との間に位置する。環状溝136は「底部が平坦なV」
字形の断面である。換言すれば、環状溝136は、内側へと先細になった下側の円錐台形表
面138と、円筒状の内表面140と、外側へと先細状になった上側の円錐台形表面142とによ
って形成される。下側の円錐台形表面138は基部122と内表面140との間を延在し、上側の
円錐台形表面142は内表面140と外側リム134との間を延在する。円筒状の内表面140はオフ
セット軸に沿って位置合わせされ、直径は外側リム134の約90%である。
【００８０】
　第2の部材114は、第2の脚体124から離れる方向で延在する上面146を有する。上面146は
、第2の脚体124の長手方向軸線に対してオフセット角で配向された面内に、またその周り
に広く位置する。上面146のオフセット角は基部122と同様であり、この実施形態では約45
°である。
【００８１】
　外壁又はスカート148は、上面146にほぼ垂直な方向で上面146から垂下する。スカート1
48はほぼ円筒形状である。
【００８２】
　スカート148は、第1の部材112の環状基部122の周りに位置するようにサイズ決めされる
。
【００８３】
　第2の部材114の内部を図14で見ることができる。スカート114は、三つのボルト受入れ
アパーチャ158がスカート148の円周部の周りに均等な距離で離隔された、ほぼ円筒状の内
表面を有する。ボルト受入れアパーチャ158は皿穴状である。
【００８４】
　各支承部材116は、環状溝136内に位置するようにサイズ及び形状が決められる。各支承
部材116は、支承部材116を通って延在するようにサイズ決めされたボルト160と、雌ねじ
付きアパーチャ172が中を通って延在する本体部分170と、雌ねじ付きアパーチャ172から
離隔された係合部分174と、雌ねじ付きアパーチャ172に隣接した隆起部分178とを含む。
係合部分174及び隆起部分178は本体部分170の対向面上にある。雌ねじ付きアパーチャ172
は、ボルト160の雄ねじと係合するように配置される。
【００８５】
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　各ボルト160は、ボルト受入れアパーチャ158の外側部分内に位置するように配置された
ヘッド176を有する。
【００８６】
　スイベルジョイント110は、第2の部材114及び支承部材116を第1の部材112の周りに配置
することによって組み立てられる。最終的な配置は、第2の部材114のスカート148が、支
承部材116の係合部分174が環状溝136内に位置する状態で、第1の部材112の上に嵌るよう
な配置である。
【００８７】
　この配置は図15の断面に見ることができる。
【００８８】
　スイベルジョイント110を組み立てるために、最初に、三つの支承部材116の本体部分17
0を、第1の部材112の環状溝136内の適切な位置に配置することが必要である。本体部分17
0は、手で又は適切な取外し可能なクリップを使用して保持することができる。
【００８９】
　次に、第2の部材114を第1の部材112の上に配置することができる。
【００９０】
　第2の部材114が定位置まで下がると、ボルト160を定位置に配置して、支承部材116の本
体部分170を第2の部材114に有効に取り付けることができる。
【００９１】
　スイベルジョイントがこのように組み立てられると、第1の部材112に対する第2の部材1
14の回転を、ボルト160の回転によって選択的に許容又は防止することができる。
【００９２】
　各ボルト160を第1の方向で回すと、アパーチャ172に隣接した本体部分170がボルト受入
れアパーチャ158に向かって押しやられる。隆起部分178は、スカート148の内部に対する
ピボットとして作用して、係合部分174を押しやって環状溝136と係合させる。ボルト160
をこの方向で更に締め付けると、くさび作用が提供され、係合部分174が環状溝136に対し
て圧締めされる。結果として得られる摩擦は、スイベルジョイント110を所望の位置へと
係止して、回転を防ぐのに十分である。これは図16に示される。
【００９３】
　ボルト160を他方の方向で回すと、逆の効果が起こる。係合部分174は、環状溝136との
活性の係合から解放され、アパーチャ172に隣接した本体部分170が内側に動くにつれて外
側に引っ張られる。ここで、オフセット軸を中心にした第1の部材112に対する第2の部材1
14の回転が許容される。本体部分170は環状溝136内に位置したままであって、第2の部材1
14が第1の部材112から完全に外れるのを防ぐ。これは図17に示される。
【００９４】
　一つの変形(図示なし)では、この実施形態は、係合部分を環状溝136に向かって押しや
るように作用する、支承部材116の周りを包囲するばねを含む。このばねは係合部分174を
締め付けるのを支援する。
【００９５】
　図面には示されないが、第1の実施形態に示されるものに類似した補助係止手段を、第2
の実施形態に容易に追加できることが考えられる。
【００９６】
　本発明の第3の実施形態について、第1の部材212と、第2の部材214と、支承部材216とい
う三つの主要構成要素を有するスイベルジョイント210が示される、図18～25を参照して
記載する。
【００９７】
　第1の部材212は、長手方向で配向される第1の脚体218と関連付けられる。第1の脚体218
は、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の基部など)に接続するように配
置された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ220で終端する。
【００９８】
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　第2の部材214は、長手方向で配向される第2の脚体224と関連付けられる。第2の脚体224
は、圧締め又は溶接などの適切な手段によって柱(照明柱の上側部分など)に接続するよう
に配置された円筒状スリーブを形成する、柱受入れアパーチャ226で終端する。
【００９９】
　配置は、スイベルジョイント210が図18に示されるような第1の位置にあるとき、第1の
脚体218及び第2の脚体224の両方が垂直であることができ、共通の長手方向軸線に沿って
位置合わせされるような配置である。
【０１００】
　第1の部材212は全体的に中空であり、下面228と、全体的に円筒状の側壁230と、上側肩
部222と、上向きに延在する円筒状の突起234とを有する。第1の部材212は、全体として下
面228及び側壁230によって画成される中空本体部分を有する。
【０１０１】
　側壁230はその内径の約10%の厚さを有する。図面に示される実施形態では、側壁は175m
mの外径及び140mmの内径を有する。側壁230は上面228及び上側肩部222を分離する。上側
肩部222は多数の「カットアウト」部分又は陥凹部244を含む。
【０１０２】
　上側肩部222は側壁230の内側に延在し、下面228に対向する。上側肩部222はほぼ環状で
あり、内径は側壁230の外径の約70%に等しい。図示される実施形態では、上側肩部は約12
5mmの内径を有する。
【０１０３】
　上側肩部222は、第1の部材212の外側にある外面236と、第1の部材212の内側であって下
面228に面する内面238とを有する。内面238はほぼ環状である。図示される好ましい実施
形態では、内面238は円錐台形であり、円錐角が約135°であって、下面228から内面238ま
での距離が側壁230から離れると増加するように配向される。
【０１０４】
　内面238は、中空本体部分に向かって配向される支承面である。
【０１０５】
　円筒状の突起234は、上側肩部222の外面236から上向きに延在する。円筒状の突起234は
、側壁230の外径の約85%である外径を有する。図示される実施形態では、円筒状の突起23
4は約147mmに等しい外径を有する。
【０１０６】
　円筒状の突起は円錐台形の内部形状を有してもよく、内径は上側肩部222の内縁部から
円筒状の突起の上縁部まで増加する。この形状の円錐角は約45°である。
【０１０７】
　第2の部材214はほぼ円錐台形の上側表面246とほぼ円筒状のスカート248とを有する。ス
カート248は、上側表面246の周囲から下向きに垂下し、第1の部材212の円筒状の突起234
の外径に等しい内径を有する。したがって、第2の部材214のスカート248は円形の陥凹部
を画成し、その中に第1の部材212の円筒状の突起234が位置することができる。
【０１０８】
　第2の部材214は、上側表面246の周囲付近に120°の間隔で離隔された、三つのボルト受
入れアパーチャ258を含む。ボルト受入れアパーチャ258は、短い距離だけスカート248の
径方向内側に位置する。ボルト受入れアパーチャ258は上側表面246に対して垂直であり、
即ち、第2の脚体224の長手方向に対して約22.5°の角度であり、スカート248からボルト
受入れアパーチャ258それぞれまでの距離が上側表面246から離れると増加するようにして
、第2の部材214の中心軸に向かって配向される。
【０１０９】
　支承部材216はほぼ円錐台形であり、円錐角は135°である。また、ほぼ環状の形状であ
り、外径が第1の部材212の側壁230の内径に類似し、内径はその外径の約3分の1である。
図面に示される支承部材216は約12mmの高さを有する。第1の部材212の中空本体部分内に
位置するようにサイズ決めされ、支承部材216の外側リムが第1の部材212の肩部222の下に
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位置する。
【０１１０】
　支承部材216は円形の外周縁を有さない。その代わりに、その周囲は、支承部材216を第
1の部材212の中空本体部分に挿入できるようにして形作られる。
【０１１１】
　支承部材216は、支承部材216の周囲付近に120°の間隔で離隔された、三つの雌ねじ付
きのボルト受入れアパーチャ256を有する。ボルト受入れアパーチャ256は支承部材216の
上側表面に対して垂直であり、即ち、支承部材216の中心軸に対して22.5°傾斜している
。ボルト受入れアパーチャ256の径方向位置は、後述するように、第2の部材214のボルト
受入れアパーチャ258と整合される。
【０１１２】
　スイベルジョイント210は、支承部材216を第1の部材212の中空本体部分内へと動かして
、支承部材216の円錐状の上側表面の外側リムを第1の部材212の肩部222の内面238に当接
させることによって組み立てられる。その結果、第2の部材214は第1の部材212の上に位置
することができ、第1の部材212の円筒状の突起234は、第2の部材214のスカート248によっ
て画成される円形の陥凹部内に位置する。第1の部材212の円筒状の突起234の上縁部は、
接続環体に沿った第2の部材214の円形の陥凹部と接触している。
【０１１３】
　組立てのこの段階の間、第2の部材214は円筒状の突起234を中心にして自由に回転でき
る。したがって、第2の部材214のボルト受入れアパーチャ258が支承部材216のボルト受入
れアパーチャ256と整列するまで回転させることができる。これらのボルト受入れアパー
チャは全て、スイベルジョイント210の中心軸に対して22.5°で位置合わせされ、それら
それぞれの径方向位置によって、第2の部材214を適正位置へと回転させたときにボルト受
入れアパーチャ256、258を軸方向で整列させることが可能になることが理解されるであろ
う。
【０１１４】
　ボルト260の形態の調節可能な接続手段を、ボルト受入れアパーチャ258に挿入し、ボル
ト受入れアパーチャ256のねじ山に受け入れることができる。この配置は図24の断面に示
される。
【０１１５】
　ボルト260の締付けによって、環状の外側支承面として作用する支承部材216の外側リム
が、第1の部材212の肩部222の内面238を上向きに支える。
【０１１６】
　したがって、スイベルジョイント210は、ボルト260が締まっている第1の構成と、ボル
ト260が緩んでいる第2の構成との間で可動である。
【０１１７】
　第1の構成では、支承部材216の支承面は第1の部材212の支承面に接して堅く保持される
。結果として得られる摩擦によって、支承部材216及び第1の部材212の相対回転が防止さ
れ、したがって第1の部材212及び第2の部材214の相対回転が防止される。
【０１１８】
　第2の構成では、肩部222に対する支承部材216の作用によって、第1の部材212が第2の部
材214から分離するのが防止される。支承部材216と肩部222との間に圧力が、また著しい
摩擦がないことによって、支承部材216及びしたがって第2の部材214が第1の部材212に対
して自由に回転できる。したがって、スイベルジョイントは、PCT公報WO0125687のSwivel
poleジョイントと同様の方法で作用することができる。
【０１１９】
　第1の部材212の円筒状の突起234と第2の部材214の円形の陥凹部との間の相互作用は、
そこを中心にして回転が起こり得る「トラック」を提供するだけでなく、水が第1の部材2
12の中空本体部分に進入するのを防ぐ、水を妨げるリングとしても作用することが理解さ
れるであろう。ボルト260は全て、この水を妨げるリングの径方向内側に位置し、したが
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って、水及び他の汚染物質から比較的自由に保たれる。
【０１２０】
　スイベルジョイント210の中心軸に対して22.5°というボルト260の角度、及び角度を付
けた円錐台形表面の調和した使用は、ボルト260が水を妨げるリング内に保たれた状態で
ボルト260を中心軸からできるだけ離して位置させるのを支援する。これは、ボルト260の
強制的分布及び動作の容易さの両方を支援する。しかしながら、この角度付けは本発明の
動作にとって必須ではなく、22.5°の角度が製造のためには最も簡単であると考えられる
が、決してボルト260を傾斜させることができる唯一の有用な角度ではないことが注目さ
れる。同様に、ボルト260はそれに対してほぼ垂直な表面を通して作用するが、これは本
発明の動作にとって必須ではない。
【０１２１】
　スイベルジョイント210は、ボルト260を締め付けるか又は緩める間、スイベルジョイン
ト210を所望の回転位置で固定できるようにする、補助係止手段を含む。この補助係止手
段は、第2の部材214の整列された補助アパーチャ284内の補助係止ピン280と第1の部材212
の陥凹部244とを使用することによって形成される。
【０１２２】
　第2の部材214の補助アパーチャ284は、第2の部材214の周囲付近に位置し、即ち、スカ
ート248内、したがって水を妨げるリングの外側に位置する。
【０１２３】
　第1の部材212の陥凹部244は、第1の部材212の側壁230の外周縁から内側に延在する、軸
方向で整列された陥凹部として形成される。
【０１２４】
　図示される実施形態では、補助係止ピン280はU字形であり、ピン280の一つのアームが
、第2の部材214の補助アパーチャ284に隣接したピン保持アパーチャ286内で固定される。
【０１２５】
　第2の部材214が第1の部材212に対して所望の回転位置にあるとき、第2の部材214の少な
くとも一つの補助アパーチャ284は、第1の部材212の陥凹部244と位置合わせされる。補助
係止ピン280は、位置合わせされた補助アパーチャ284及び陥凹部244内に位置して、スイ
ベルジョイント210をこの所望の位置で維持することができる。
【０１２６】
　補助アパーチャ284及び陥凹部244は自由に排水するように設計されるので、水又は他の
汚染物質があっても容易に排出させることが可能であることが理解される。
【０１２７】
　当業者には明白であろう修正及び変形は、本発明の範囲内にあるものとする。
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